
三原燃第２４－０６６４号 

２０２５年２月２７日 

原子力規制委員会 殿 

茨城県那珂郡東海村大字舟石川６２２番地１ 

三菱原子燃料株式会社 

代表取締役社長  大和矢 秀成 

安全性向上評価届出書 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十二条の七の二第１項の規定に

基づき、安全性の向上のための評価を実施しましたので、同法第二十二条の七の二第３項及

び核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の三の三の規定により下記のとおり届け出ま

す。 

記 

一 評価の結果、評価に係る調査及び分析並びに評定の方法 

別紙のとおり 

二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名    称 三菱原子燃料株式会社 

住    所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川６２２番地１ 

代表者の氏名 代表取締役社長 大和矢 秀成 

三 安全性向上評価に係る加工施設の名称及び所在地 

名    称 三菱原子燃料株式会社 

所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字舟石川６２２番地１ 



別 紙 

 

 本届出書は、定期事業者検査の終了時点である２０２４年７月２２日時点の状態を対象と

した、三菱原子燃料株式会社の安全性の向上のための評価結果を取りまとめたものである。 

 

 



i 
 

目次 

 

1. 安全規制によって法令への適合性が確認された範囲の評価時点における施設の状態 

1.1  施設概要 

1.1.1  設置等の経緯 

1.1.2  施設の概要 

1.1.3  生産実績 

1.1.4  施設に係る組織 

1.2 敷地特性 

1.2.1  敷地 

1.2.2  気象 

1.2.3  地盤 

1.2.4  水理 

1.2.5  地震 

1.2.6  洪水、津波及び高潮 

1.2.7  火山 

1.2.8  竜巻 

1.2.9  生物 

1.2.10  外部火災 

1.2.11  社会環境 

1.3 構築物、系統及び機器 

1.3.1  加工施設の位置、構造及び設備 

1.3.1.1 加工施設の位置  

1.3.1.2 加工施設の一般構造 

1.3.1.3 加工設備本体の構造及び設備 

1.3.1.4 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 

1.3.1.5 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

1.3.1.6 放射線管理施設の構造及び設備 

1.3.1.7 その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

1.3.2  加工の方法 

1.3.2.1 加工の方法の概要 

1.3.2.2 加工工程図 

1.3.2.3 加工工程における核燃料物質収支図  

1.3.3  設計基準文書(DBD) 

1.4 安全上重要な施設の要否の確認 

 

 



ii 
 

1.5 保安のための管理体制及び管理事項 

1.5.1  加工施設での保安の考え方 

1.5.2  品質マネジメントシステム 

1.5.3  保安管理体制 

1.5.4  教育・訓練 

1.5.5  加工施設の操作 

1.5.6  放射線管理 

1.5.7  施設管理 

1.5.7.1 施設管理計画 

1.5.7.2 設計及び工事管理 

1.5.7.3 事業者検査 

1.5.7.4 計器及び放射線測定器の校正 

1.5.7.5 計画停電時等の措置 

1.5.7.6 加工施設の経年変化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針 

1.5.8  核燃料物質の管理 

1.5.9  放射性廃棄物及び放射性廃棄物でない廃棄物の管理 

1.5.10  非常時の措置 

1.5.11  設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置 

1.5.12  重大事故に至るおそれがある事故・大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置 

1.5.13  六ふっ化ウラン漏えい事故のリスクを低減させるための措置 

1.5.14  記録及び報告 

1.6 法令への適合性の確認のための安全性評価結果 

1.6.1  周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果 

1.6.2  設計基準事故の評価 

1.6.3  重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故 

1.7 加工施設の安全設計 

2. 安全性の向上のために自主的に講じた措置 

2.1 安全性の向上に向けた継続的取組の方針 

2.1.1  企業理念、保安品質方針及び施設管理方針 

2.1.2  安全性向上評価の目的及び目標 

2.1.3  安全性向上評価の流れ、作業概要、実施体制及びプロセス 

2.1.4  Configuration Management System(CM)の概要 

2.2 調査等 

2.2.1  保安活動の実施状況 

2.2.1.1 品質保証活動 

2.2.1.2 運転管理 

2.2.1.3 施設管理 



iii 
 

(1)  保全の結果の確認・評価 

(2)  保全の有効性評価 

(3)  施設管理の有効性評価 

(4)  設計及び工事管理 

(5)  定期事業者検査 

(6)  計器及び放射線測定器の校正 

(7)   計画停電時の措置 

(8)  加工施設の経年変化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針 

2.2.1.4 核燃料物質の管理 

(1)  核燃料物質の管理の状況 

2.2.1.5 放射線管理及び環境モニタリング 

(1)  従業員放射線被ばく線量の推移と評価 

(2)  周辺監視区域境界の線量測定値の推移と評価 

2.2.1.6 放射性廃棄物管理 

(1)  施設外への放射性物質放出量(気体、液体)の推移と評価 

(2)  固体廃棄物の保管量の推移と評価 

2.2.1.7 事故・故障等発生時の対応及び緊急時の措置 

(1)  事故・故障等発生時の対応 

(2)  緊急時の措置 

(3)  防災訓練の実施状況 

2.2.1.8 事故・故障等の経験反映状況 

(1)  主なトラブルと是正処置／予防処置の実施状況 

(2)  グレードⅡの不適合管理について 

(3)  是正処置／予防処置の評価 

2.2.1.9 安全文化の育成・維持活動 

2.2.2  国内外の最新の科学的知見及び技術的知見 

(1) ウラン加工施設の安全性を確保する上で重要な設備に関して、より一層の安全性の向

上を図るための安全に係る研究等 

(2) 国内外の原子力施設の設備の操作経験から得られた教訓  

(3) 国内外の基準 

(4) 国際機関、国内外の学会等の情報 

(5) まとめ 

2.2.3  ウラン加工施設の現状を詳細に把握するための調査(プラントウォークダウン) 

2.3 安全性向上計画 

2.3.1  保安活動から抽出された追加措置 

2.3.2  国内外の最新の科学的知見及び技術的知見から抽出された追加措置 

 



iv 
 

2.4 追加措置の内容 

2.4.1  構築物、系統及び機器における追加措置 

2.4.2  体制における追加措置 

2.5 外部評価の結果 

3. 安全性の向上のために自主的に講じた措置の調査、分析及び評価 

3.1 安全性向上に係る活動の実施状況の評価 

3.1.1  内部事象及び外部事象に係る評価 

3.1.1.1 内部事象に係る評価 

3.1.1.2 外部事象に係る評価(自然事象) 

3.1.1.3 外部事象に係る評価(人為事象) 

3.1.1.4 航空機落下に係る確認 

3.1.1.5 降下火山灰ハザード評価ツールでの確認 

3.1.2  決定論的安全評価 

3.1.2.1 決定論的安全評価の見直し要否 

3.1.2.2 確認結果 

3.2 安全性向上に係る活動の実施状況に関する中長期的な評価 

3.2.1  評価の実施について 

3.2.2  評価実施予定について 

4. 総合的な評定 

4.1 評定結果 

4.1.1  安全性向上評価の結果 

4.1.2  外部評価の結果 

4.2   安全性向上計画 

4.2.1  安全性向上のための具体的な措置に係る実施状況 

4.2.2  安全性向上のための具体的な措置に係る実施計画 

4.2.3  まとめ 

 

 

  



v 
 

参考資料 

 

参考資料 1.3.1.2     基本設計方針 

参考資料 1.3.3.1-1    設工認仕様表及び設工認図面 

参考資料 1.3.3.1-2    インターロック作動検査 検査確認資料 

参考資料 1.3.3.2     設工認仕様表及び設工認図面 

参考資料 1.3.3.3     設工認仕様表及び設工認図面 

参考資料 1.3.3.4-1    設工認仕様表及び設工認図面 

参考資料 1.3.3.4-2    インターロック作動検査 検査確認資料 

参考資料 1.3.3.5-1    設工認仕様表及び設工認図面 

参考資料 1.3.3.5-2    インターロック作動検査 検査確認資料 

参考資料 1.3.3.6-1    設工認仕様表及び設工認図面 

参考資料 1.3.3.6-2    インターロック作動検査 検査確認資料 

参考資料 1.3.3.7-1    設工認仕様表及び設工認図面 

参考資料 1.3.3.7-2    インターロック作動検査 検査確認資料 

参考資料 1.5       保安規定 添付図及び別表 

参考資料 2.2.1.1     2023 年度 設備技術課 定期点検年間計画・実績表 

参考資料 2.2.1.2     2024 年度 設備技術課 定期点検年間計画・実績表  

参考資料 2.2.1.3-1   2023-2024 年度 安全管理課 定期点検年間計画・実績表 

参考資料 2.2.1.3-2   2024 年度 安全管理課 定期点検年間計画・実績表 

参考資料 2.2.1.3-4   施設管理実績計画 

参考資料 2.3.1     2015 年から 2022 年における自主評価での追加措置 

参考資料 3.1.1.4    加工施設近傍にある航空機及びピークデー航空交通量 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. 総合的な評定

4.1 評定結果 

4.1.1 安全性向上評価の結果 

三菱原子燃料株式会社(MNF)における第 2 回安全性向上評価は、2023 年 8 月 19 日から 2024

年 7月 22日の期間を対象に評価を実施した。 

評価は、保安活動の実施状況、国内外の最新の科学的及び技術的知見の収集・分析、プラン

トウォークダウン、内部事象及び外部事象に係る評価、決定論的安全評価の有無を実施した。 

4.1.1.1 第 1章に係る評定 

第 1 回安全性向上評価の内容を基本として、評価時点における最新の許認可図書等の内容

を整理することで、「安全規制によって法令への適合性が確認された範囲」を明確にすること

ができた。 

また、加工施設の概要を容易に把握することが可能となった。 

MNF では、洗浄残渣の取扱い及び搬出並びに保管廃棄設備の最大保管廃棄能力の変更に係

る事業変更許可申請を行っていることから、最新の加工の事業の許可の内容を反映した。 

なお、数値の表記などは事業許可申請書を踏まえて検討する必要があることから、継続し

て安全性向上評価において検討することとしたい。 

第 1.3章での構築物、系統及び機器では、「加工施設の技術基準に関する規則」に要求され

る事項に対し、基本設計につき最新の設工認申請書の設計方針をまとめた。このことにより、

技術基準の対処が一覧として把握することが容易となった。 

なお、見易さなどの工夫については継続して安全性向上評価の報告書で修正していく方針

としたい。 

また、設計基準文書(DBD)については、JNFL 濃縮工場での記載を参考に一般事項、系統及

び建物について設計要件をまとめると共に、当該設備につき抽出した。 

第 1.4章では、加工施設は重大事故がないことから、安全上重要な施設がないことの確認

を実施した。新規制基準に基づく加工事業変更許可申請に当たって確認された、安全上重要

な施設がないことについて、「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（別

記１）に従って変更がないことを確認した。 

第 1.5章では、2024年 7月 22日時点での保安規定（改 79）に係る記載を確認した。 

第 1.6章では、加工施設の安全機能を有する施設について、内的事象として機器等の破損、

故障、誤動作あるいは運転員の誤操作によって放射性物質を外部に放出する可能性のある事

象を想定し、その発生の可能性との関連において各種安全設計の妥当性を確認する観点から

設計基準事故を選定し評価する設計基準事故に係る設備について確認した。 

第 1.7章では、加工施設の安全設計の基本的考え方について再認識し、内部事象及び外部

事象の取り扱いにつき確認し、第 1 回安全性向上評価で確認した航空機落下の評価を更新し

た。 
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4.1.1.2 第 2章の評定 

(a) 保安活動の実施状況

安全性の向上に向けた継続的取組の方針として、安全性向上への継続的な取組に関し

て、組織としての方針を明らかにした。 

また、提出した安全性向上評価の実施に係るものを含め、その実現のための目的、目

標、実施体制及びプロセスを記載した。 

第 4.1.1.2-1 図に示す通り、MNF では品質保証マメジメントシステムに基づき経営者

の責任により保安品質方針を策定し、加工施設の安全確保及び施設管理の継続的な改善

を図るため施設管理方針及び施設管理目標を定めている。これに従い、保全プログラム

の作成を行い、保全活動を実施する。保全活動では保全計画を策定し、保全の実施、記

録・保管を行いながら、PDCAを回している。 

さらに、「2.2.1 保安活動の実施状況」で示した通り、各課長は、「安全性向上評価実

施項目の内容、評価の観点」及び「パフォーマンス指標（PI）」に示した評価項目につい

て必要なデータを採取し、保安活動の実施状況の評価及び最新の技術的知見の反映状況

を評価していることを確認した。 

なお、その際、以下を含めている。 

① グレードⅠ不適合に対して実施した是正処置／予防処置の有効性のレビュー

② 根本原因分析に基づく是正処置／予防処置の有効性フォローアップ

③ グレードⅡ不適合の管理状況及び実施した是正処置／予防処置の有効性のレビュー

④ 管理監督する業務に関する自己評価

また、保安活動の自主的な追加項目の 1 つとして、Configuration Management 

System の構築があり、加工施設の安全機能を有するすべての設備・機器及び建物・構

築物を対象に、どのような要求事項（設計要件）があって、それらに対してどのよう

な設計（施設構成情報）で、現在の物理的な状態（物理的構成）があるのか、経緯が

把握できることを目標としている。 

(b) 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見

安全性向上に資すると判断される国内外で得られた最新の科学的知見及び技術的知

見について収集し、記載した。 

① 原子力施設等の安全性を確保する上で重要な設備に関して、より一層の安全性の向上

を図るための安全に係る研究等（国内外の安全研究で明らかになった最新知見のほか、

国内外の研究開発情報を含む。）

MNF における「より一層の安全性の向上を図るための安全に係る研究等」では、被

ばく評価コードとして日本原子力研究開発機構(JAEA)で開発されている PHITS 

（Particle and Heavy Ion Transport code System）の導入及び妥当性評価を行って

いる。 

従来、敷地境界でのγ線量は、直接線を評価する QAD コード及びスカイシャイン線

を評価する G33コードにより行ってきた。Los Alamos National Laboratory で開発さ

れた QAD及び G33コードは開発時期が古く、取り扱えるモデル及び次元数が限られて
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いることから、保守的な計算モデル及び定数を用いて評価する傾向にあった。このた

め、評価された γ 線量は保守的な評価となり、放射線防護の基本的考え方を示す概

念 ALARA(as low as reasonably achievable)を達成するためには、より精度の高い線

量評価を行う必要がある。この要求事項に対し、PHITS コードは、任意形状の３次元

体系内における放射線挙動を解析可能な汎用モンテカルロ計算コードであり、原子力

分野で重要となる低エネルギー中性子や光子、医療分野や宇宙開発分野で重要となる

高エネルギー陽子や重イオンなど、幅広いエネルギー範囲を持つ様々な放射線に適用

可能である。 

MNF では、PHITS コードの精度確認のため、OECD/NEA 遮蔽積分実験データベース

SINBAD を対象として、BAIKAL-1研究炉でのγ線線量評価を行い、実験値との整合性

の知見及び G33等の従来コードとの精度に係る知見を得ることができた。 

② 国内外の原子力施設の設備の操作経験から得られた教訓（加工事業者が設置した原子

力施設等での設備の操作経験及び品質マネジメント活動から得られた教訓・知見並び

に原子力規制委員会（旧原子力安全・保安院を含む。）が文書で指示した調査及び点検

事項に関する措置状況を含む。）

国内外のウラン加工施設の操業経験から得られた教訓に係る新知見情報について、

36件抽出され、国内の原子力施設の運転経験から得られた教訓に係る新知見情報につ

いて、5件抽出された。各々の抽出事項に対し、MNFでの対応を調査した結果、従来の

対応で対処できることを確認した。 

③ 国内外の基準（国際原子力機関等の国際機関における基準等の策定に係る会合及び規

制活動に係る会合における情報を含む。）

「国内外の基準」では、法令関係 54件、内規・ガイダンス関係 21件、規格・基準、

学会標準等 79 件、海外基準は国際原子力機関（IAEA）、アメリカ原子力規制委員会

（NRC）、アメリカ原子力学会（ANS）等 26件であり、合計 180件を確認した。 

この結果、「核燃料物質の加工の事業に関する規則」の変更は社内文書「保安社外報

告管理標準」(SQAS-16)に反映させた。「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規

則」の変更は、社内文書「放射線障害予防規程」(RUL-SC02)に反映させた。 

ＮＲＡ技術ノート「航空機落下事故に関するデータ（平成 14～令和 3 年）」の発行

により、航空機落下への影響評価を本報告書で記載した。 

④ 国際機関、国内外の学会等の情報（例えば、地震及び津波を始めとする外部事象及び

溢水、火災等の内部事象に関する知見）

「国際機関、国内外の学会等の情報」では、国内の学会等の情報での知見拡大に寄

与した件数は 39件、国際会議の情報は 10件であった。 

今回の学会では、核データライブラリ JENDL-5 の影響評価の確認、遮蔽解析の V&V

ガイドラインの作成進捗及び事故耐性燃料に係る知見を拡大することができた。 
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電力中央研究所で開発された「降下火山灰ハザード評価ツール」により「3.1.1.5降

下火山灰ハザード評価ツールでの確認」項にて火山灰厚さを評価した結果、従来の評

価が包絡する結果となることを確認した。 

(c) 原子力施設等の現状を詳細に把握するための調査

プラントウォークダウンは原子力発電所での確率的リスク評価 

(PRA:Probabilistic Risk Assessment)に用いる評価条件が実際のプラントの状態や

運転方法を反映していることを確認するために実施される。ウラン加工施設では、重

大事故は想定されていないことから確率的リスク評価は実施しない。決定論的安全評

価は設計基準事故が対象となることから、「1.6.2 設計基準事故の評価」及び「1.6.3 

重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故」で記載している設備及び評価手順・

評価前提の条件を確認することとした。 

プラントウォークダウンは、2024 年 12 月 2 日に実施した。設工認図書の図面及び

仕様書との比較、現場チェックシートに基づく外観確認による経年劣化及び配管接続

部の不具合などを第三者の観点から確認した。また、各設備の班長等に手順書の遵守

状態、制限値の認識等を確認した。 

その結果、現場の状況に不具合点は見られなかったことから、決定論的安全評価と

の整合性はあることを確認した。 

なお、転換工場原料倉庫での防護カバーにおいて、防護カバー内の照明が設置され

作業環境が改善されているが、更に照明スイッチを手前に設置したほうが良いとの見

解があり、作業性及び安全性の向上の観点で今後実施を計画する追加措置に記載した。 

加工棟 成型工場 フィルタ室で、RF-1排気ダクトのノズルが 2か所、排気ダクトに

あわせて振動している現象が確認された。保全作業の一環として担当課により撤去予

定であることを確認したことから、予防措置の観点から今後実施を計画する追加措置

に記載した。 

(d) 安全性向上計画

「安全性向上評価の内容及び届出書記載事項」で示された施設に対して、調査等を

踏まえ、安全性向上に資する自主的な追加措置を確認した。詳細は、第 4.2章の安全

性向上計画で記載する。 

(e) 体制における追加措置

安全性向上を図るために配置又は設置した機器等の運用を円滑かつ効果的に実施

するための措置について確認したが、2023年 8 月 19 日から 2024 年 7月 22日の期間

で体制の変更はなかった。 

(f) 外部評価の結果

外部の有識者又は組織による評価を受けた場合には、その実施目的及び内容を記載

するとともに、評価を踏まえて実施した対応を記載する。 
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MNFは原子力安全に係る外部専門組織である (一社）原子力安全推進協会（JANSI）

及び日本原子力技術協会（原技協）によるピアレビューを計 6回受け、自主的な安全

推進活動の向上を図っている。次回のピアレビューは 2025年度を予定している。 

また、外部組織((一社）原子力安全推進協会（JANSI）)による評価活動は、今後も

引き続き取り組んでいき、次回の外部組織による評価の対象として、安全性向上評価

も対象に加えていく。 

また、第 1回安全性向上評価での検討事項であった事業者間でのピアレビューのシ

ステムを、ウラン加工メーカー間で同意した。第 2回安全性向上評価では、第 1回安

全性向上評価届出書(公開版)を原子燃料工業熊取事業所にピアレビューを依頼し、ウ

ラン加工事業者の視点でのコメントをいただき、第 2 回安全性向上評価に反映した。 

 

4.1.1.3 第 3章まとめ 

(a) 内部事象及び外部事象に係る評価 

2024 年 7 月 22 日定期事業者検査が終了した評価の実施時点における最新の文献、

調査等から得られた科学的知見及び技術的知見に基づき、安全評価の前提となってい

る内部事象及び外部事象の評価を行った。「1.7 加工施設の安全設計」で事業許可で

の評価結果を示し、見直しの要否及び当該評価を踏まえた防護措置の妥当性について

確認した。 

「2.2.2(3)国内外の基準」での、NRA 技術ノート「航空機落下事故に関するデータ

（平成 14～令和 3年）」NTEN-2024-2001 により、外部事象の航空機落下への影響を確

認した。再評価の結果、航空機落下確率評価ガイドで示される判断基準となる 10-7回

/年未満であることから、航空機落下に対する防護設計は不要であることを確認した。 

「2.2.2(4) 国際機関、国内外の学会等の情報」で、電力中央研究所で開発された

「降下火山灰ハザード評価ツール」の知見を得た。 

過去 33万年間において日本国内で発生した 501件の降灰の分布図データをもとに、

東海村 MNF事業所での降下火山灰量の評価を行った結果、10cmの降下火山灰が起こる

頻度は(1/3.98E-05)≒2.5 万年に 1 回であり、文献調査結果である「敷地周辺で確認

されている中で最も厚いテフラとして、4.5 万年前の赤城鹿沼テフラがあり、それに

よる降下火砕物の層厚は 10cm～40cm」の降下火砕物厚さの評価設定に影響がないこと

を確認した。 

1.7.7.4「火山の影響」の通り 10㎝から 40㎝の降下火砕物を想定しているが、MNF

は建物の健全性維持のため、降下火砕物は降雨及び積雪等により水を吸収し重くなっ

た状態と施設の耐荷重を考慮した上で、加工施設で降灰が観測された場合、大気中の

降下火砕物の状態を踏まえて除去作業を開始することを保安規定で定めていること

から、少なくとも 10 ㎝の降下火砕物に対処できれば、運用により降下火砕物の影響

を排除することが可能である。 

また、本評価結果から、降下火砕物の最大厚さは 31 ㎝であり従来の最大値である

40 ㎝を下回る結果を確認した。 
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(b) 決定論的安全評価の見直し要否 

ウラン加工施設の決定論的安全評価について、MNF は、2017 年 11 月に加工事業変

更許可（新規制基準への適合）を受けた「1.6 法令への適合性の確認のための安全性

評価結果」に示す評価への影響を評価し、その見直しの要否を確認した。 

安全評価の前提となっている設備を変更する工事を実施する場合は、当該工事等の

計画に当たり、当該工事等の担当課からの依頼を受けた安全法務課において、事業許

可申請書の本文記載事項に影響がないことなどにより、影響有無を確認している。 

確認の結果、「3.1.2.1 決定論的安全評価の見直し要否」に示す評価対象期間にお

いて、「1.6 法令への適合性の確認のための安全性評価結果」に示す評価に影響を与

える設備の変更はなく、「1.6 法令への適合性の確認のための安全性評価結果」に示

す評価を見直す必要がないことを確認した。 

 

4.1.1.4 安全性向上評価の今後の取り組み 

MNF は、ウラン加工施設の安全性向上の取り組みに終わりはないとの認識のもと、今

後も引き続き、規制の枠組みにとどまることなく、ウラン加工施設のリスクを見つけ、

それを除去・低減していくため、全社一体となって、ウラン加工施設の安全性向上に向

けて、自主的・継続的に取組みを進める所存である。 

 

4.1.2 外部評価の結果 

MNF ウラン加工施設の安全性向上評価に係る調査及び評価結果、並びに安全性向上計画につ

き、記載案についてウラン加工メーカー等によるレビューを受けておりその結果は以下の通り

である。 

(1) レビュー者 

以下に示すウラン加工メーカー等にレビューを依頼した。 

日本原燃株式会社 ウラン濃縮工場  

原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

 

(2) レビュー方法、レビュー対象、レビュー期間 

ウラン加工メーカー各社に対し届出書案を提示し、専門家も含め広く理解される程度

の記載となっているか、評価結果に至るプロセスや根拠が提示されているかの観点で、

以下の章に対するご意見、ご助言をいただいた。 

 ・1.3.3 章 設計基準文書 

 ・2.2章 保安活動の実施状況  

      品質保証活動 

      運転管理 

      施設管理 

      事故・故障等発生時の対応及び緊急時の措置 

      事故・故障等の経験反映状況 

      安全文化の育成・維持活動 
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 ・2.2.2 章 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見 

 ・2.4.1.2章 今後実施を計画する追加措置  

 ・3.1.2 章 航空機落下に係る確認、降下火山灰ハザード評価ツールでの確認 

 

レビュー期間は、2025 年 1月中旬から 1月下旬とした。 

 

(3) レビュー結果 

ウラン加工メーカー各社によるレビューの結果、わかりやすさの観点で届出書を通じ

ての用語の整合及び丁寧な説明を付す等の記載の充実に関するコメントが提案され、そ

れらのコメント内容について届出書に反映した。 

また、良好事例 1件があげられた。 

原子力安全に関する社外施設の見学会参加により、実際に事故現場を目で見ることで、

原子力災害の影響の大きさを知り、その教訓を学び、原子力安全の重要さを体感し、

原子力安全に対する意識（自分事として意識する）を再認識する機会を設けている。 

 

4.2 安全性向上計画 

第 2章の調査・分析の結果から、保安活動において管理面や設備面の改善が図られており、保

安活動を行う仕組みが有効に機能していることが確認できた。 

ウラン加工施設の安全性を向上させる観点から、第 4.1章での安全性向上評価の結果は、第 3

章の中長期的な評価の結果も踏まえたうえで、安全性向上に資する自主的な追加措置を抽出し

安全性向上計画として取りまとめた。 

 

4.2.1 安全性向上のための具体的な措置に係る実施状況 

第 2章及び第 3章を踏まえ抽出した、安全性向上に資する調査対象期間内に実施済み又は

運用開始済みの追加措置について第 4.2.1-1表に示す。 

 

4.2.2 安全性向上のための具体的な措置に係る実施計画 

第 2 章及び第 3 章を踏まえ抽出した、安全性向上に資する自主的な追加措置について第

4.2.2-1表に示す。 

 

4.2.3 まとめ 

第 2回安全性向上評価では、日常の保安活動及び保全活動から 10件の追加措置を抽出し、

今後実施を計画する追加措置を 13件抽出した。 

また、国内外のウラン加工施設の操業経験から得られた教訓に係る新知見情報について、

36件抽出されたが、弊社への展開を必要とする項目は確認できなかった。 

今回の安全性向上評価の作業を踏まえ、今後とも、日常の保安活動及び保全活動における

安全性向上に向けた不断の努力に加え、安全性向上評価において抽出した追加措置を実施し

ていく。 
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追加措置についても、措置を講じた以降は、日常の保安活動及び保全活動において、設備

の状態あるいは措置の実施状況とその改善の状況を適宜確認し、安全性の向上を継続的に図

っていく。 

 

以上 
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第 4.2.1-1表 調査対象期間内に実施済み又は運用開始済みの追加措置（1/4） 

 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 関連する活動 

届出書への反映 

1 防火ダンパの温度

ヒューズの定期点

検 

 

アンモニア雰囲気による腐食環境下

での使用が想定される防火ダンパに

ついて、温度ヒューズをメタル製か

ら塩ビ製に交換し、これらについて

定期的に点検を実施することとし

た。 

アンモニアが含まれる排気系統で、防火

ダンパのメタル製温度ヒューズが破損

し、防火ダンパが閉止した事象があった

ため。 

2023年 1月 

から 

施設管理 

不適合管理 

 

届出書の反映なし 

2 原子力安全に関す

る社外施設の見学

会開催 

東京電力福島第一原子力発電所事故

の被災状況見学や東日本大震災・原

子力災害伝承館での当時の経験者

（語り部）からの講話を通して、原子

力安全の重要さを体感、再認識する

機会を設けた。 

原子力安全を自分事として意識させるに

は、座学に加え事故の現場、状況を実際に

見学し、身をもって体感する。 

2022年 

から 

安全文化の育成・

維持活動 

 

2.2.1.9安全文化の

育成・維持活動 

3 意識向上に寄与す

る e-learning公開 

他社トラブル事例の e-learningを公

開し、個人学習や職場懇談会等で活

用できるようにした。 

事故・災害から学ぶだけでなく、社員

のモチベーションを高めるため、社

外講師を招き講演会を開催した。コ

ロナ後の働き方の変化を踏まえ、Web

視聴型の講演会を昨年度 1 回開催し

た。 

原子力安全意識を高めるため、原子力関

係だけでなく、高速道路維持管理安全な

ど他部門の事故事例からも学び、知見を

広める。 

2023年 安全文化の育成・

維持活動 

 

2.2.1.9安全文化の

育成・維持活動 
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第 4.2.1-1表 調査対象期間内に実施済み又は運用開始済みの追加措置（2/4） 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 関連する活動 

届出書への反映 

4 設工認厳守教育の

実施 

新規制対応のキーパーソンを講師に

設工認遵守教育を実施した。 

原子力関連法令教育で実施。 

常に正しい業務を遂行するには、意識に

加え正しい知識の習得も重要である。新

規制対応での生みの苦しみの経験を風化

させず、伝承させるとともに設工認遵守

の風土醸成に繋げる。 

2023年 

2024年 

安全文化の育成・

維持活動 

保安教育 

 

届出書の反映なし 

連続案件 

5 自分事シートを用

いた安全意識向上 

 

自分事シートを用い、過去の災害事

例から自分の業務に反映できること

を一人ひとりが考え、自分事シート

に宣言することで、災害防止への意

識向上に繋げる。 

当社の製造部門は転換、成形、組立、環境

保全、部材製造とそれぞれ専門的な分野

が集まっている。例えば転換の事例は組

立には当てはまりにくく、自分事として

考える機会提供に課題があった。 

2023年 

2024年 

安全文化の育成・

維持活動 

製品品質 

 

届出書の反映なし 

連続案件 

6 社長タウンミーテ

ィング 

現場ウォーク 

社長タウンミーティングは、2024 年

4月から課単位で実施した。聴取した

意見は分析し、改善活動に繋げると

ともに、社員には HPで公開している。 

また、現場とトップマネジメントの

距離を縮める活動として、幹部が現

場に出向き、作業中のメンバーとコ

ミュニケーションを図る「現場ウォ

ーク」活動も実施した。 

社長が社員全員へ直接社長の想いを伝え

るとともに社員からの生の声を傾聴し、

社内のモチベーション向上、安全文化育

成及び課題抽出の場として開催した。 

2023年 

2024年 

安全文化の育成・

維持活動 

 

2.2.1.9安全文化の

育成・維持活動 
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第 4.2.1-1表 調査対象期間内に実施済み又は運用開始済みの追加措置（3/4） 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 関連する活動 

届出書への反映 

7 MNF-CAP システム

導入 

現在運用中の保安情報リストの仕組

みを強化し、低いしきい値での幅広

く気づき、課題を収集し、改善に繋げ

るシステム改修を行う。 

自主的安全性向上を推進するため、 

自主的に問題プロセスを見つけて改革で

きる仕組みを強化することが必要。 

2023年 

下期 

 

安全文化の育成・

維持活動 

品質保証活動 

届出書の反映なし 

連続案件 

8 NaI ウラン量測定

装置の導入 

200L ドラム缶内の放射性固体廃棄物

のウラン量および濃縮度を測定する

ための装置を導入した。 

現在、放射性固体廃棄物はドラム缶の線

量で管理しているが、保障措置上の要求

に答えるために導入、測定開始をした。 

2023年 

下期 

運転管理 

 

届出書の反映なし 

9 保安情報共有会議 不適合事象及び不適合の可能性のあ

る事象、法令報告事象、加工事業者・

濃縮事業者からの不適合事象等に関

する情報、加工施設に係る各種パト

ロールの気付き事項及びヒヤリハッ

ト・キガカリ情報、防災組織の訓練の

反省事項、原子力事業者等の組織外

の者からの意見等を社内で共有する

とともに安全確保につながる些細な

気付きを拾い上げ、低いしきい値で

広範囲の情報を収集し、安全への影

響度に応じた予防処置を行う。 

低いしきい値で広範囲の情報を収集し、

安全への影響度に応じた予防処置を行う

ことにより、重要な問題の未然防止を図

ることを目的とする。 

2024年度 安全文化の育成・

維持活動 

品質保証活動 

 

2.2.1.8 事故・故

障等の経験反映状

況 

2.2.2 国内外の

最新の科学的知見

及び技術的知見 

連続案件 
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第 4.2.1-1表 調査対象期間内に実施済み又は運用開始済みの追加措置（4/4） 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 関連する活動 

届出書への反映 

10 保安規定の改訂 

(第 79回改定) 

2023 年 8 月 19 日時点での保安規定

の記載内容 

・組立工場の台車等の移動範囲変更

による記載の適正化 

・定期評価項目の削除に伴う安全性

向上評価への修正 

・保安管理組織の改編 

以上の項目につき、修正・適正化する

ことから保安規定の改訂版を 2024年

1月に提出する。 

・組立工場の台車等の移動範囲変更によ

る記載の適正化 

組立工場と成型工場との接続エリア

は、作業員による運搬としていたが、補

修・解体する燃料棒は重量物であり、作

業員への負荷が大きい。作業員の安全

性向上の観点から、台車による運搬に

変更する。 

・定期評価項目の削除に伴う安全性向上

評価への修正 

平成 25年に核燃料物質の加工の事業に

関する規則が改正され、第７条の８の

２(加工施設の定期的な評価)第 1 項が

削除されたことから、 関連する保安規

定条文を変更する。また、安全性向上評

価に変更する。 

・保安管理組織の改編 

設備技術課の業務所管であった施設・

設備の保全・更新対応等の業務を効果

的かつ効率的に行えるよう、生産管理

部に「施設技術課」と「生産技術課」を

設け、業務分掌を変更する。 

2024年 4月 

 

保安活動 

運転管理 

品質保証活動 

 

1.5 保安のための

管理体制及び管理

事項 
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第 4.2.2-1表 今後実施を計画する追加措置（1/5） 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 

反映予定 

関連する活動 

1 設工認厳守教育の

実施 

新規制対応のキーパーソンを講師に

設工認遵守教育を実施した。 

原子力関連法令教育で実施。 

常に正しい業務を遂行するには、意識に

加え正しい知識の習得も重要である。新

規制対応での生みの苦しみの経験を風化

させず、伝承させるとともに設工認遵守

の風土醸成に繋げる。 

2025年 

 

連続案件 

安全文化の育成・

維持活動 

保安教育 

2 自分事シートを用

いた安全意識向上 

 

自分事シートを用い、過去の災害事

例から自分の業務に反映できること

を一人ひとりが考え、自分事シート

に宣言することで、災害防止への意

識向上に繋げる。 

当社の製造部門は転換、成形、組立、環境

保全、部材製造とそれぞれ専門的な分野

が集まっている。例えば転換の事例は組

立には当てはまりにくく、自分事として

考える機会提供に課題があった。 

2025年 

 

連続案件 

安全文化の育成・

維持活動 

製品品質 

3 保安情報共有会議 不適合事象及び不適合の可能性のあ

る事象、法令報告事象、加工事業者・

濃縮事業者からの不適合事象等に関

する情報、加工施設に係る各種パト

ロールの気付き事項及びヒヤリハッ

ト・キガカリ情報、防災組織の訓練の

反省事項、原子力事業者等の組織外

の者からの意見等を社内で共有する

とともに安全確保につながる些細な

気付きを拾い上げ、低いしきい値で

広範囲の情報を収集し、安全への影

響度に応じた予防処置を行う。 

低いしきい値で広範囲の情報を収集し、

安全への影響度に応じた予防処置を行う

ことにより、重要な問題の未然防止を図

ることを目的とする。 

2025年度 

 

第 3回届出書

に反映予定 

安全文化の育成・

維持活動 
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第 4.2.2-1表 今後実施を計画する追加措置（2/5） 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 

反映予定 

関連する活動 

4 

 

 

Configuration 

Management System 

加工施設の安全機能を有するすべて

の設備・機器及び建物・構築物を対象

に、どのような要求事項（設計要件）

があって、それらに対してどのよう

な設計（施設構成情報）で、現在の物

理的な状態（物理的構成）があるの

か、経緯が把握できるようにシステ

ムを構築する。 

DBA関連機器などに対し、現状の状態と設

工認図書や詳細設計図書と比較でき、経

緯を把握することは、保全活動を適切に

実施していく上で必要である。 

2023年～ 

 

第 1回届出書

から 

第 4回届出書 

 

第 4回届出書 

に反映予定 

施設管理 

保全活動 

安全性向上評価 

5 保安規定の改訂 

(第 80回改定) 

○事業変更許可記載内容の安全の管

理に対するソフト管理事項の反映 

・洗浄残渣の出荷に関する作業工程

及び出荷に伴う一時的な貯蔵に係

る記載の追加 

・廃棄物管理棟における最大保管廃

棄能力の変更 

○長期施設管理方針の見直し 

 

 

○転換工場の立入管理区域の廃止 

・事業変更許可取得に伴い、左記の洗浄残

渣出荷、廃棄物管理棟の最大保管廃棄

能力の変更に伴い、必要な安全管理項

目を保安規定に追記する。 

 

 

 

・長期施設管理方針の適用期限が 2025年

3 月 31 日までであることから、見直し

を行う。 

・転換工場の立入管理区域を廃止し、円滑

な防災活動を実施可能とする。 

2025年 4月 

（認可後） 

 

第 3回届出書

に反映予定 

保安活動 

運転管理 
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第 4.2.2-1表 今後実施を計画する追加措置（3/5） 

 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 

反映予定 

関連する活動 

6 「可燃物管理要領」

(STD-SC0406)に記載

された可燃物量の現

状把握 

作業エリアには、保管できる数量

を超えて可燃物を持ち込まないと

している。 

2017 年の事業許可認可時から 7 年

が経過し、新規制工事、補修工事及

び実操業により、書類、綿手、ウエ

ス等の日常の消耗品の保管と運用

が変化していることから現状を確

認するため、「可燃物管理要領」

(STD-SC0406)に記載された可燃物

量との差を調査する。 

この結果を反映し、火災荷重表を

適切に修正するとともに、運用方

法についても見直す。 

なお、現状は可燃物量が 2017年時

点の 2 倍に可燃物量を増加させた

場合でも、建物耐火時間も十分に

余裕があり、影響がないことは確

認している。今回は 2 倍の保守性

の評価となる。 

現状を踏まえた知見に基づき、火災荷重

表を修正及び運用を見直す必要性の判断

の為、現状のデータ取得を行う。 

 

2025年～2026

年見込み 

 

第 4回届出書

に反映予定 

 

 

保安活動 

新知見 
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第 4.2.2-1表 今後実施を計画する追加措置（4/5） 

 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 

反映予定 

関連する活動 

7 建屋堰及び設備堰に

よるつまずき防止対

策 

堰設置から生じるつまずき等の労

働安全に係る危険性を確認するた

め、設備堰及び建屋堰の場所の確

認、堰に対してスロープの設置の

可能性の有無の検討を行う。 

溢水条件から、機器設備及び建屋周辺に

堰を設けているが、堰があることにより、

つまずく危険性が指摘されており、労働

安全が脅かされている。 

 

 

2024年下期 

～2025年 

 

第 3回届出書

反映予定 

保安活動 

労働安全 

防災活動 

8 防護カバー内の照明

スィッチを防護カバ

ー手前に変更 

防護カバー内の照明を点灯するた

めには、防護カバー奥に設置して

いる電源を入れる必要があり、電

源スィッチを防護カバー手前する

方法を検討する。 

防護カバー内の照明を点灯するために

は、防護カバー奥に設置している電源を

入れる必要があり、緊急時を考慮すると

スィッチを防護カバー手前に変更したほ

うがよい。 

2025年 

 

第 3回届出書

反映予定 

保全活動 

保安活動 

労働安全 

9 加工棟 成型工場 フ

ィルタ室の RF-1排気

ダクトのノズル撤去 

加工棟 成型工場 フィルタ室の

RF-1 排気ダクトのノズルを撤去す

る。 

RF-1 排気ダクトに使用していないノズル

があり、ダクトの振動と共に共振してい

ることから、これを撤去する。 

2024年下期 

～2025年 

第 3回届出書

反映予定 

保全活動 

防災活動 

10 降下火山灰ハザード

評価ツールでの降下

火山灰量の評価 

電力中央研究所により公開された

降下⽕⼭灰（降下テフラ）ハザード

評価ツールを用いて、新知見とし

て、三菱原子燃料の降下火山灰量

の評価を行い、事業許可への影響

がないことを確認する。 

2024 年の安全性向上評価の新知見で電力

中央研究所での成果を確認したことか

ら、事業許可との整合性を確認する。 

2024年下期 

 

第 2回届出書 

保安活動 

新知見 

11 航空機落下に係る確

認 

NRA技術ノート「航空機落下事故に

関するデータ（平成14～令和 3年）」

(NTEN-2024-2001)令和 6 年 4 月の

データを用いて、航空機の東海工

場への落下確率を評価する。 

航空機落下に関する NRA 技術ノートが更

新されたことから、事業許可との整合性

を確認する。 

2024年下期 

 

第 3回届出書

反映予定 

保安活動 

新知見 
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第 4.2.2-1表 今後実施を計画する追加措置（5/5） 

 

No. 追加措置 追加措置概要 実施理由 実施時期 

反映予定 

関連する活動 

12 設工認と事業許可と

の記載の整合性 

 

新規制基準での設工認で示した設

工認と事業許可との整合性を改め

て明記し、安全性向上評価の第 1章

に取り入れる。 

新規制基準時に設工認の添付資料として

事業許可との差異部分を明確化していた

が、取り込む機会がなかったことから、第

3回安全性向上評価の第 1章に入れ込み、

事業許可変更申請時に設工認との整合性

を図る。 

2025年以降 

 

第 3回届出書

反映予定 

保安活動 

 

13 転換工場の立入管理

区域の廃止による防

災活動の効率化 

保安規定(改定 78)にて立入制限区

域の変更の経過措置として、転換

工場等に設定した立入管理区域の

廃止による防災活動の効率化 

新規制基準対応で下記の UF6 の閉じ込め

機能を拡張し、転換工場内に立入管理区

域を設定・運用を実施しているが、立入管

理区域の廃止により防災活動の効率化が

見込めることから、保安規定から立入管

理区域の運用を削除する。 

 

・UF6を正圧で扱う設備の原料倉庫への集

約 

・UF6配管、フードボックス及び防護カバ

ーによる 3重の閉じ込め機能 

・2 重化した地震 IL による UF6 漏えいの

発生防止機能 

2025年 4月 

（認可後） 

 

第 3回届出書

反映予定 

防災活動 

保安活動 
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第 4.1.1.2-1図 安全性向上評価の作業概念 
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